
一.‐一M 1例題堅

K 村税の内訳 訓
(単位 "千円)

村民税 12 2 ,5 0 9 12 7 ,5 0 8 △ 4 ,9 9 9 乙さ3 .9 % 2 5 ,2 %

固定資産税 3 3 4 7 7 9 3 3 7 ,0 8 8 △ 2 ,3 0 9 乙さ○.7 % 6 8 .9 %

軽自動車税 1↑,7 7 2 1 1 ,8 5 4 △ 8 2 乙さ〇.7 % 2、4 %

村たばこ税 亀6 ,6 5亀 14 ,2 9 1 2 ,3 6 0 16 .5 % 3 .5 %

入湯税 O 4 5 6 とさ 4 5 6 △ 1O Q O % 0 ,0 %

合 計 4 8 5 ,7 1 1 4 9 1 ,19 7 とき 5 ,4 8 6 △“ .1 % 10 0 .0 %

( 一般会計歳出の性質別決算額 ! (稲岡両面彌釧
(単位 !千円) 一般会計 (単位 :千円)

財政融資資金 篤15 4 ,2 0 0

地方公共団体金融
機構資金

2 0 1,2 7 3

国の予算貸付 ･
政府関係機関貸付

7 4 0

合計 1 ,3 5 6 ,2 13

簡易水道事業特別会計(単位 ;千円)

財政融資資金 19 6 ,6 6 9

地方公共団体金融
機構資金

3 4 ,5 6 0

合計 2 3 鴇2 2 9

水をきれ濾する事業特別会計(単位 :千円)

財政融資資金 7 3 4 ,8 7 0

地方公共団体金融
機構資金

6 4 2 ,3 9 0

合計 1 ,3 7 7 ,2 6 0

義務的経費

人件費 5 2 5 ,3 16 508 ,58 9 16 ,7 2 7 3 ,3 % 2 1 ,7 %

扶助費 2 15 ,3 6 0 19 1,108 24 ,2 5 2 12 ,7 % 8 ,9 %

公債費 12 1溝9 1 14 0 ,9 26 △ 19 ,7 3 5 △さ14 0 % 5 ,0 %

受賞的経費
普通建設事業費 190 ,9 7 1 4 9 2 ,3 70 △ 3 0 1,3 99 △ト6 1 2 % 7 ,9 %

災害復旧費 O O O 0 ,0 %

そ の 他

の 経 費

維持補修費 163 ,5 0 9 6 8 ,3 58 9 5 ･15 1 13 9 ,2 % 6 ,8 %

物件費 36 6 ,6 0 1 34 6 ,19 1 20 ,4 10 5 ,9 % 15 ,2 %

積立金 8 3 ,74 1 4 9 3 ,60 7 △ 4 09 ,8 66 乙さ8 3 .0 % 3 ,5 %

補助費等 2 68 ,14 1 2 6 0 ,575 7 ,5 66 2 .9 % 1 1 .↑%

貸付金 3 ,0 0 0 3 ,00 0 O 0 ,0 % 0‘1 %

投資及び出資金 20 ,0 0 0 O 20 ,0 00 0。8 %

繰出金 4 5 9 ,1 10 296 838 16 2 ,27 2 5 4 .7 % 19 .0 %

合 計 2 ,4 16 ,94 0 2 ,8 0 1,56 2 △ 384 ,6 22 こさふ13 .7 % 10 0 .0 %

虻 財政関連用語の解説 淘
依存財源 国 .県の意志により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする財源です。

具体的には、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税、地方債等です。

自主財源
地方公共団体が自主的に収入しうる財源です。
具体的には、地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入等です。

義務的経費

地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に節約できない経費で以下のものです。

･人件費 職員等に対し労務の対価、報酬として支払われる一切の経費をいう。具体的には、議員報酬、
各種委員報酬、特別職給与、職員給等です。

.公債費 村が借り入れた地方債 (借金) は、定められた条件に従って毎年度元金の償還及び利子の
支払いが必要となり、これに要する経費の総額です。

･扶助費 社会保障制度の一環として、各種法令に基づき、被扶助者に対してその生活を維持するた
めに支出される経費です。

投資的経費
その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等が在庫として将来に残るものの経費です。
具体的には、 道路、橋りよう、学校等の新増設等の建設事業に要する普通建設事業費、災害復旧事業費、
失業対策事業費等です。

その他の経費

.維持補修費 村が管理する公共施設の保全と補修に要する経費です。

.物件費 賃金、旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、委託料等です。
積立金 特定の目的のために財産を維持するため、または資金を積み立てるために設けられた基金

等に積み立てる金銭です。
ネ甫助費等 報償金、保険料、負担金、補助金、補償金等です。
.貸付金 経済施策、社会施策その他各種行政施策の目的で、村から民間等に対し必要な資金の貸付

けをする金銭です。
･投資及び出資金 村が財産を有利に運用するため、会社の株式取得や特殊法人への出資をするものです。
･繰出金 一般会計と特別会計又は特別会計相互間において支出される経費です。

◇ 平成24年纜0月 1日

歳 出

1 , 議 会 費 5 3 ,4 8 5 4 1 5 0 5 1 1 ,9 8 0 2 8 ,9 %。 2 .2 %。
2 . 総 務 費 4 8 7 ,2 4 1 5 4 7 ,9 1 5 乙さ6 0 ,6 7 4 △さ1 1 1 %。 2 0 .1 %。
3 . 民 生 費 4 8 5 ,0 1 0 4 5 7 ,9 3 6 2 7 ,0 7 4 5 .9 %。 2 0 .1 %。
4 . 衛 生 費 1 3 4 ,4 0 4 1 1 0 ,3 6 0 2 4 ,0 4 4 2 1 .8 %。 5 .6 %o
5 , 労 働 費 4 7 ,5 6 5 4 3 ,8 5 5 3 ,7 1 0 8 .5 %。 2 ,0 %。
6 , 農林水産業費 2 5 5 ,2 9 4 15 1 2 17 1 0 4 ,0 7 7 6 8 ,8 %。 1 0 .6 %。
7 . 商 工 費 7 5 ,7 4 4 9 4 ,2 9 6 ごふ18 ,5 5 2 とふ1 9 .7 %o 3 .1 %。
8 . 土 木 費 2 1 2 ,7 6 7 2 0 5 ,4 6 9 7 ,2 9 8 3 ,6 %。 8 .8 %
9 . 消 防 費 8 3 ,2 3 3 8 4 ,1 2 4 ハ 8 9 1 △“ .1 %o 3 .4 %
10 , 教 育 費 3 7 7 ,2 6 5 4 3 0 ,3 5 2 △し5 3 ,0 8 7 とき1 2 .3 %o 1 5 ,6 %。
1 T , 災 害 復 旧 費 0 0 0 0 ,0 %o
1 2 , 公 債 費 1 2 1 1 9 1 1 4 0 ,9 2 6 こさト19 ,7 3 5 ハ、1 4 .0 %。 5 .0 %。
13 . 諸 支 出 金 8 3 ,7 4 1 4 9 3 ,6 0 7 とさ4 0 9 ,8 6 6 乙さ8 3 .0 %o 3 .5 %。
14 . 予 備 費 0 0 0 0 .0 %。

合 計 2 ,4 1 6 ,9 4 0 2 ,8 0 1 ,5 6 2 乙＼3 8 4 ,6 2 2 乙さき1 3 ･7 %o 1 0 0 .0 %o

l歳入歳出差引額 I 5 7 ,8 9 9 - I 2 7 8 1 I 5 .0 % I~ ~ ~ ~ ~ ･~ ~ ~ I5 5 ,1 1 8

広報藝沁やま ◆

平成23年度一般会計及び各特別会計の決算は、 平成24年 9 月 3 日に開会した高川村議会第3 回定例会において認定されました。
一般会計は、 歳入総額24億7,4 83万 9 千円に対し歳出総額24億1,694万円、 歳入総額から歳出総額を差し引いた収支額は5,789万 9 千

円となり、 このうち平成24年度へ繰越すべき財源を差し引いた実質収支額は、 3,5 -9万円となりました。
歳入のうち自主財源で主なものは、 固定資産税等の村税4 億8、57 l万 1千円、 水源林造林等の分班金及び負担金5,79 1万 4 千円、 平成

22年度からの繰越金5 5 11万 8 千円、 農業用水水源施設等管理基金等からの緤人余5,28 1万 4 千円、 上地建物貸付料や基金の積立全利子
等の財産収入4,869万 8 千円、 村営住宅や保育所等の使用料及び住民票の交付手数料等4 ,3 19方8 千円などでした。

また、 依存財源で主なものは、 地方交付税11億3 ,057万 4 千円、 県支出金 1億6,486万円、 国庫支出金 雌意4 272万 9 千I‐弓、 臨時財政
対策債 1億2 ,300万｢I1などでした。

歳出のうち主なものは、 議員や職員さらに区長や各種委員への報酬等の人件費5 億2,53 1万 6 千円、 土地開発事業特別会計や水をきれ
いにする事業特別会計等への総出全4 億5,9 11万円、 光熱水費や各種機器の使用料及び保守点検料、 予防接種などの委託料、 さらに嘱託
職員への賃全等の物件費3億6,660万主千円、路線バス連行への負担金や補助金、また高山村社会福祉協議会等の各種団体や個人への補
助金等の補助費2 億6,8 14万 1千円、 子ども手当や東京電力福島第 1原子力発電所の事故による避難者受け入れに伴う経費等の扶助貿2
億1,536万円、 農業用水溜池の取水路改修｣ %事等の普通建設事業費 1億9,097万 1千円、 小学校々舎や幼稚国々舎の改修工事等の維持補
修費 1億6 ,350万9 千円などでした。
高山村の平成23年度決算に係る借金の財政負担度合を示す実質公債費比率は2 .5 % となり、 これは群馬県内35市町村の中で最も良好な

比率でした。 また、財政調整基金及び減憤基金の合計額は、20億4 ,0 17万6 千円となり~ この額は高山村の一般財源の標準的な大きさ (標
準財政規模という)17億7 ,113万9 千円と比較して115 .2 % となり、 これもまた良好な額となりました。

このことは、 本村の伝統的に引き継がれてきた堅実な財政運営や平成16年度より本格的に取り組んでいる行財政改革の成果を数値的に

平成23年度二漂算報告総量辞

歳 入 (単位 :千円)

↑. 村 税 4 8 5 ,7 1 1 4 9 亀↑9 7 △ト5 ,4 8 6 △“ .1 %。 1 9 ,6 %。
2 . 地 方華譲 与 税 3 5 ,5 4 2 3 6 ,5 2 l 乙さ9 7 9 こさ2 .7 %o T .4 %。
3 . 利 子割 交付金 7 0 4 1 1 0 9 とき4 0 5 こさ3 6。5 %o 0 .0 %o
4 . 配当割 交付金 5 4 1 4 7 0 7 1 15 1 % 0 .0 %o
5 , 株式寺董譲渡所得割交付金 1 3 2 l4 6 △ 14 とき9 .6 %o 0 ,0 %o
6 . 地方消導費税交付金 3 4 ,9 8 0 3 5 ,4 9 4 △、5 1 4 △"1 .4 %。 1 .4 %。
7 . ゴノレフ盤易利用税交付金 4 4 ,6 6 7 4 2 ,1 5 4 2 ,5 1 2 6 .0 %。 1 .8 %。
8 . 自動尊薹叉得税交付金 7 ,7 8 1 9 ,9 8 3 乙さ2 ,2 0 2 とき2 2 .1 %。 0 .3 %。
9 . 地方特f,刊交付金 8 ,2 7 1 8 ,9 9 9 乙さ7 2 8 △"8 ,1 %。 0 .3 %。
10 . 地 方 交 付 税 1 ,1 3 0 ,5 7 4 1 1 2 1 ,9 7 5 8 ,5 9 9 0 .8 %。 4 5 ,7 %。
11. 交通安全対策特別交付金 6 8 8 6 9 6 △8 △ぶ1 1 % 0 ,0 %。
12 , 分担金及び負担金 5 7 ,9 1 4 4 2 ,7 7 2 1 5 ,1 4 2 3 5 .4 %。 2 .4 %。
13 , 使用料及び手数料 4 3 ,1 9 8 4 5 ,0 8 7 ご“ ,8 8 9 △、4 ,2 %。 1 .8 %。
↑4 国 庫 支 出 金 1 4 2 ･7 2 9 4 2 5 ,6 6 9 とき2 8 2 ,9 4 0 ときA6 6 .5 %o 5 .8 %。
15 , 県 支 出 金 1 6 4 ,8 6 0 1 3 9 ,9 0 0 2 4 ,9 6 0 1 7 .8 %。 6 .7 %。
T6 . 財 産 収 入 4 8 ,6 9 8 3 3 ,9 1 1 1 4 ,7 8 7 4 3 .6 %。 2 .0 %。
17 . 寄 附 金 1 ,3 3 0 4 1 0 9 2 0 2 2 4 ,4 %。 0 .1 %
18 . 繰 入 金 5 2 ,8 1 4 6 8 ,6 3 0 とき1 5 ,8 1 6 乙さ2 3 .0 %o 2 .1 %
19 , 繰 越 金 5 5 ,1 1 8 1 1 7 ,8 2 5 とき6 2 ,7 0 6 乙さ5 3 .2 %o 2 ,2 髪。
2 0 . 諸 収 入 3 5 ,5 8 7 5 0 ,7 3 2 とさ1 5 ,1 4 5 乙さ2 9 .9 %o 1 .4 %。
2 1 . 村 債 1 2 3 ,0 0 0 1 8 3 ,0 0 0 乙さ6 0 ,0 0〇 乙さ3 2 .8 % 5 .0 %。

合 計 2 ,4 7 4 ,8 3 9 2 ,8 5 6 ,6 8 0 △A3 8 鰐 8 4 1 △ト1 3 .4 %o 1 0 0 .0 %oO

裏付けるものといえます。
他方で、 本村の財政力指数は0.33という数値であり~ これは必要なお金の約3 分の2 (67 % ) を国や県等に頼っているということであ

り、 さらに群馬県内市町村の平均指数が0.72であることや、 順番では35市町村中30番目になることなど、 自主財源力という面から評価
するなら ｢厳しい状況である｣ と言わざるを得ません。

国の借金が本年度末にはし000兆円に達するという状況を考えたとき、 なおも引き続き堅実な行財政運営の努力が必要です。
今後も本村の行財政運営に対しまして、 村民皆様のご理解とご協力を宜しくお願いいたします。



一,爵岡盟舅舵童け邇 --ぼ鯉-x回製 =壁.

高山村の財政の健全化について

は也方公共団体の財政の健全化に関する法律｣ の規定により、 平成23年度決算における財政指標を次のとおり

お知らせ致します。 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律により義務づけられた公表)

1 健全化判断比率の状況について
実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率は、

いずれも数値が算出されませんでした。
実質公債費比率については、 数値が算出されました

が基準を下回りました。

※算出された数値が早期健全化基準を超えた場合 (黄
色信号) は、｢財政健全化計画｣、 財政再生基準を超
えた場合 (赤信号) は、｢財政再生計画｣ を定め総務
大臣及び県知事に報告すると共に、 必要最小限の期
間内にこれらの状況を解消しなければなりません。

(1 ) 実質赤字比率
標準財政規模 (高山村が標準的な状態で通常収入され

ると見込まれる ｢一般財源｣の規模17億7 ,113万 9 千円)

に対する一般会計及び一般会計等に属する特別会計 (農
業用水事業特別会計) の実質収支の割合で表します。
平成23年度‐一般会計及び一般会計等に属する特別会

計の決算の実質収支は黒字 (3,568万 7 千門) で、 実
質赤字は生じていません。
したがって、実質赤字比率の数値は算出されません。

(2 ) 連結実質赤字比率
標準財政規模に対して、 一般会計及び一般会計等に

属する特別会計、 さらに特別会計のうち公営企業に係
る特別会計以外の会計 (国民健康保険特別会計十介護
保険特別会計十後期高齢者医療特別会計) の実質収支
に、 公営企業会計 (簡易水道事業特別会計十水をきれ
いにする事業特別会計十土地開発事業特別会計) の資
金不足或いは余剰額を合計し、 割合で表します。

平成23年度の一般会計及び一般会計等に属する特別
会計、 さらに特別会計のうち公営企業に係る特別会計
以外の決算の実質収支は、 黒字 (9 ,9 8 4 万円) でした。
さらに、 公営企業会計は余剰額 (662万 1千円) の決
算となり、連結実質収支は黒字 (1億646万 1千円)で、
連結実質赤字は生じていません。

したがって、 連結実質赤字比率の数値は算出されま

◆ 平成24年10 即 日

(単位 :千円)
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成川年度

霊ぽ圏誕議
3 ,2 7 3 5 3 8

--鰹樵"けそト群鰹母
理事≧三一琵琶些虚撃ち

3 20 0 J 56

.･ 4 -｢!字‐三宝轟然議事▼･

けなす霊山どろさじ‐ -

7 3 3 8 2

成12年度 2 ,9 2 8 ,0 8 9 2 8 6 3 ,9 3 4 6 4 15 5

成13年度 2 ,7 7 6 ,3 5 8 2 ,7 17 ,7 3 0 5 8 ,6 2 8

成↑4年度 2 ,7 0 3 ,3 6 3 2 ,6 5 5 ,5 2 5 4 7 ,8 3 8

成l5年度 2 ,4 7 2 2 3 4 2 ,4 2 3 ,0 7 7 4 9 ,15 7

成16年度 2 ,3 2 9 ,8 5 9 2 2 7 6 ,9 8 4 5 2 ,8 7 5

成l7年度 2 ,2 4 2 ,8 8 8 2 ,19 0 ,7 3 5 5 2 1 5 3

成18年度 2 ,l3 2 ,7 7 5 2 ,0 5 Q 4 2 1 8 2 ,3 5 4

成↑9年度 2 ,2 8 1 ,14 5 2 ,2 3 0 ,2 7 6 5 0 ,8 6 9

成20年度 2 2 5 6 ,7 7 2 2 ,0 6 8 ,7 6 3 18 8 ,0 0 9

成21年度 2 ,6 7 6 ,5 7 7 2 ,5 5 8 ,7 5 2 1 17 ,8 2 5

成22年度 2 ,8 5 6 ,6 8 0 2 8 0 1,5 6 2 5 5 J 18

成23年度 2 ,4 7 4 ,8 3 9 2 ,4 16 ,9 4 0 5 7 ,8 9 9

(単位 :千円)
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国民健康保険特別会計 5 3 5 ,4 2 5 5 6 4 2 9 4 △5 1 % 4 8 5 2 9 2 4 9 7 ,9 15 △2 .5 % 501 33

老人保健特別会計 O 3 8 8 △1O Q O % O O O

姿期高齢者医療特別会計 3 4 3 4 1 3 3 ,7 2 2 1,8 % 34 ,2 6 9 3 3 ,5 9 4 2 ,0 % 7 2

介護保険特別会計 (保健事業勘定) 3 4 7 ,6 84 3 27 ,6 17 6 ,1 % 3 3 7 ,4 0 9 3 12 ,8 14 7 .9 % 10 ,2 75

護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) 7 2 ,23 7 65 3 29 10 ,6 % 7 2 2 3 7 6 5 ,2 9 1 10 .6 % O

土地開発事業特別会計 8 2 6 5 5 8 0 0 10 2 3 1.9 % 3 8 13 8 24 6 l5 4 0 3 ,3 % 4 4 ,5 17

農業用水事業特別会計 98 ,0 0 0 4 2 7 17 12 9 ,4 % 9 7 ,5 0 3 4 2 4 0 3 l2 9 9 % 4 9 7

簡易水道事業特別会計 8 7 ,18 2 6 8 ,9 7 8 2 6 ,4 % 8 5 ,8 0 1 6 6 ,5 4 2 2 8 .9 % 1,3 8 1

水をきれいにする事業特別会計 10 8 ,6 6 0 16 3 ,23 0 △3 3 .4 % 104 ,7 8 5 15 9 ,3 4 2 △3 4 ･2 % 3 ,8 7 5

合 計 1 3 6 6 ,18 4 1 26 7 ,0 7 5 7 .8 % l,2 5 5 ,4 34 1 ,17 8 ,14 7 6 .6 % 1 1 Q 7 5 0

広報摯ゐやま ◆

特別r篝謝決算状況

L平成23年4月 旧現在の人□ - 4 ,oo 5人 ー

團讓國圓、
5 3 4 8 5

幽鱗朧鬮
13 ,3 5 5

総 務 費 4 8 7 ,2 4 1 1 2乱6 5 8

民 生 費 4 8 5 ,0 10 T2 1 10 1

衛 生 費 13 4 ,4 0 4 3 3 ,5 5 9

労 働 費 4 7 ,5 6 5 1 1 ,8 7 6

農林水産業費 2 5 5 ,2 9 4 6 3 ,7 4 4

商 工 費 7 5 ,7 4 4 18 ,9 12

土 木 費 2 12 ,7 6 7 5 3 ,12 5

消 防 費 8 3 ,2 3 3 2 0 ,7 8 2

教 育 費 3 7 7 ,2 6 5 9 4 ,19 9

災 害 復 旧 費 O O

公 債 費 1 2篤 19 1 3 0 ,2 6 0

諸 支 出 金 8 3 ,7 4 1 2 0 ,9 0 g

予 備 費 O O

□ 計 2 ,4 16 ,9 4 0 6 0 3 ,4 8 0

せん。
(3 ) 実質公債費比率
標準財政規模に対する実質的な公債費 (借入金の返

済額等) の割合を算出し、 過去3 年間の平均で表しま
す。
高山村では、 一般会計の公債費及び簡易水道事業特

別会計及び水をきれいにする事業特別会計への縁出金
のうち公債費に充てられた分、 さらに吾妻広域町村振
興整備組合や東部衛生施設組合に対する負担金のうち -
公債費に充てられた分が該当します。
平成23年度決算に係る実質公債費比率は2 .5 % とな

りました。
(4 ) 将来負担比率
標準財政規模に対して、 将来負担すべき実質的な負

債の割合を表します。
平成23年度決算の時点で、将来負担額 (32億7,828

万 1千円) に対して充当可能財源等 (64億5,4 97万 3
千円) が上回っています。
したがって、将来負担比率の数値は算出されません。

2 公営企業の資金不足比率の状況について
公営企業会計における資金不足比率は、 いずれも数

値が算出されませんでした。

平成23年度

経営健全化 2 o。o o % 2 0 ,o o % 2 0 ,0 0 %
基準

※算出された数値が経営健全化基準を超えた場合は、
｢経営健全化計画｣ を定め総務大臣及び県知事に報
告すると共に、 必要最小限の期間内にこの状況を解
消しなければなりません。

(1 ) 資金不足比率
公営企業ごとに、 資金不足の額を事業規模の額に対

する比率で表します。
平成23年度決算における、簡易水道事業特別会計 (余

剰額138万 2 千円)･水をきれいにする事業特別会計
(余剰額468万 6千円)･土地開発事業特別会計 (余剰額
55万3 千円) には、 いずれも資金不足はありません。
したがって、 各公営企業会計とも資金不足比率の数

値は算出されません。
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